
重要事項説明書 

 

本説明書は、リトル百音保育園（以下「当園」という。）における特定教育・保育の提供の開始

に際し、利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を示すものです。 

 

令和 ６年４月１日現在 

 

１ 設置者 

設置者の名称 社会福祉法人 藤照会 

代表者氏名 理事長 金子 典代 

所在地 さいたま市中央区上落合９－１７－１ 

電話番号 ０４８－７８９－６１４５ 

 

２ 目的及び運営方針 

目的 
保育の必要性がある乳児又は幼児に対し、日々保育を提供する

ことを目的とします。 

運営方針 

１ 当園を利用する乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）の

最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するものと

する。 

２ 保育に関する専門性を有する職員が、利用乳幼児の家庭と

の緊密な連携のもとに、利用乳幼児の状況や発達過程を踏

まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。 

３ 利用乳幼児の家庭や地域の様々な社会資源との連携を図り

ながら、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育

て家庭に対する支援等を行うよう努めていくものとする。 

４ 児童福祉法その他関係法令等を遵守し、運営を行うものとし

ます。 

 

３ 当園の概要 

名称 リトル百音保育園 

所在地 さいたま市西区宝来２１９６－８ 

電話番号（ファックス） ０４８－６２０－３３５１ （０４８－６２０－３３５２） 

認可年月日 令和４年４月１日 

管理者（園長）氏名 染谷 友子 

利用定員 ７５名 

 
内訳 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

 ６名 １２名 １２名 １５名 １５名 １５名 

自己評価の概要 当園が定める自己評価基準に基づき毎年度実施 



第三者評価の概要 当園が指定する評価機関に評価を５年ごとに依頼し実施 

職員の研修実施状況 
１ 当園が指定する保育従事者研修に参加 

２ 県または市が実施する管理者・保育従事者研修に参加 

嘱託医 根本 孝 

 病院名 田中クリニック 

 電話番号 ０４８－７２９－７７３０ 

嘱託歯科医 小川 賢治 

 病院名 小川歯科指扇クリニック 

 電話番号 ０４８－６２４－８２１５ 

 

４ 職員の職種、員数及び職務の内容 

職種 員数 職務の内容 

管理者（園長） １名 保育園の運営管理全般、職員の指揮監督 

主任保育士 １名 
地域の保護者等への子育て支援、管理者（園長）の補佐、

保育士等の統括 

保育士 8名 保育業務、保育計画等の立案、家庭との連絡 

調理員 2名 給食調理業務 

事務員 １名 事務全般 

用務員 １名 施設の環境整備など 

※必要に応じて他の職員をおくものとします。 

 

５ 開園日、開園時間 

開園日 月曜日から土曜日まで 

開園時間 
７時３０分から１９時３０分まで（月～金） 

７時３０分から１８時３０分まで（土） 

 

保育標準時間 ７時３０分から１８時３０分まで 

 延長保育時間 

朝 なし 

夕 
１８時３０分から１９時３０分まで（月～金） 

※土曜日は１８時３０分閉所の為、延長保育なし 

保育短時間 ８時３０分から１６時３０分まで 

 延長保育時間 

朝 ７時３０分から８時３０分まで 

夕 
１６時３０分から１９時３０分まで（月～金） 

１６時３０分から１８時３０分まで（土） 

 

６ 保育士配置基準 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ ３０：１ 

    



７ 休園日 

当園の休園日は、次に掲げる日とします。 

１ 日曜日 

２ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

３ １月２日から同月３日、及び１２月２９日から同月３１日まで 

 

８ 施設の概要 

敷地面積 ３１０．２７㎡ 

建物構造 鉄骨造 ４階建 

建築年次 令和４年３月 

建物面積 ４７２．１０㎡ 

保育室数及び面積 ６室 １９９．６５ 

屋外遊戯場 ２０５．２０㎡ 

設備概要 調理室、医務室、調乳室、事務室、沐浴室、トイレ 

加入保険 
傷害保険、施設賠償責任保険、日本スポーツ振興センター災害

共済 

 

９ 衛生管理 

当園における衛生管理は、次に掲げるもののほか、その他関係法令等を遵守し、衛生管理

を行うものとします。 

１ 当園は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。 

２ 当園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるものと

する。 

３ 当園は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行うもの

とする。 

 

１０ 食事 

当園における食事（給食等の提供）は、次に掲げるもののほか、その他関係法令等を遵守

し、提供するものとします。 

１ 当園の施設内において調理するものとする。 

２ 献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有する

ものとする。 

３ 食品の種類及び調理方法は、栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮した

ものとする。 

４ 利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めるものとする。 

 

 

 



１１ 健康診断等 

当園は、利用乳幼児に対し、１年２回の定期健康診断を学校保健安全法の規定する健康診

断に準じて行うものとします。 

 

１２ 利用者負担額 

１ 当園の特定教育・保育の利用に係る利用者負担額は、支給認定保護者の居住する市区町

村長が定めるものとし、利用乳児の保護者は、当該利用者負担額をさいたま市に対し支払

うものとします。 

２ 当園は前項に掲げるもののほか、条例第１３条第 3項及び第４項に規定する費用について 

次のおとり定めるものとし、利用乳幼児の保護者の同意を得たうえで、当該保護者から支

払いを受けるものとします。 

（1） 当園は、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、別表１に掲げる

実費を徴収する。 

（2） 当園は、延長保育事業の実地に必要な経費の一部について、利用者負担として別紙 1

に掲げる費用を徴収する。 

３ 条例 13条第 3項に規定する費用における前項の同意については、文書による同意を得るも

のとします。 

 

１３ 緊急時等の対応 

保育時間中に、利用乳幼児の体調の急変、その他緊急事態が生じた場合は、あらかじめ利

用乳幼児の保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなど

別に定める「安全保育マニュアル」に従って行動し、必要な措置を講じます。 

 

１４ 非常災害時の対応 

保育時間中に、自然災害、火災その他の災害が発生した場合は、別に定める「安全保育マ

ニュアル」に従って行動し、利用乳幼児の安全の確保を図ります。 

 

１５ 感染症予防対策 

別紙に記載した「感染症予防対策について」を保護者に配布し、医師の意見書、登園届のご

提出をお願いしています。 

 

１６ 個人情報保護 

１ 当園の職員（職員であった者も含む）は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳

幼児及びその家族の秘密を漏らしてはならないものとします。 

２ 小学校、他の特定教育・保育施設等に対して利用乳幼児に関する情報を提供する際は、

利用乳幼児の保護者の同意を得るものとします。 

３ 緊急時の対応においては、事前に保護者の同意を得ることなく、警察や病院からの求め

に応じて情報提供する場合があります。 

 



１７ 延長保育利用料について 

利 用 料 

保育標準時間 

（延長保育１８：３０～１９：３０） 

（土曜日：延長保育なし） 

３０分毎 ３００円 
補食代込 

※１８：３０～ 

月額 ４,０００円 
補食代込 

※１８：３０～  

保育短時間 

（前延長） 

３０分毎 ３００円   

月額  － 円   

保育短時間 

（後延長） 

３０分毎 ３００円   

月額  － 円   

閉園後 

・月～金 １９：３０以降 

・土   １８：３０以降 

１５分毎 ８００円 

※原則として、閉

園後のお預かりは

ありません。 

 

１8 保育内容に関する相談・苦情 

当
園 

窓口設置場所 リトル百音保育園 内 

窓口開設時間 ９時００分から１６時００分まで 

担当者氏名 染谷 友子 

受付方法 
電話：０４８－６２０－３３５１ 

メール：mone@little-hoikuen.jp 

さ
い
た
ま
市 

担当課 子ども未来局幼児未来部保育課 

所在地 さいたま市浦和区常盤六丁目４－４（さいたま市役所内１F） 

受付時間 ８時３０分から１７時１５分まで（月曜～金曜） 

受付方法 
電話：０４８－８２９－１８６５ 

メール：hoiku@city.saitama.lg.jp 

＊当園に寄せられた苦情・相談案件に関しましては、第三者委員を選任し、解決に向けて迅速

に対応します。（別紙 2 当園における苦情・相談解決要項をご参照ください） 

 

 

リトル百音保育園の利用の開始にあたり、本同意書の交付及び説明を受け、記載内容に同意し

たので署名押印し、それぞれ 1部ずつ保管します。 

 

令和  年  月  日 

住所 

 

氏名  (園児)      

                    

氏名 （保護者）                           ㊞ 

 

 



別表 1 

保育料 利用者ごとに定める額をさいたま市に支払うものとする。 

延長保育料 当園が定める額を別紙１のとおり当園に支払うものとする。 

日本スポーツ振興セ

ンター災害共済 
全園児 ３１５円（年額） 

カラー帽子 ７５０円／０歳児クラスから使用 

連絡帳 (乳児) ５００円／０歳児から２歳児クラスまで使用 

連絡帳 （幼児） ２００円／３歳児クラスから使用 

連絡帳袋 ３５０円／0歳児クラスから使用 

製作帳 ５００円／０歳児クラスから使用 

自由画帳 ２００円／２歳児クラスから使用 

氏名印 ２００円／０歳児クラスから使用 

出席ブック（シール帳） ６００円／２歳児クラスから使用 

通園リュック ４,８５０円／２歳児クラスから使用  

園服・帽子（冬服） ８,４００円／３歳児クラスから使用 

園服・帽子（夏服） ５,４５０円／３歳児クラスから使用 

体操着（上下） ４,３５０円／３歳児クラスから使用 

スモック １,７５０円／３歳児クラスから使用 

紅白帽 ７５０円／３歳児クラスから使用 

マット・コットリース料 ０歳児クラスから４００円 (月額） 

イベント費 ０歳児クラスから１００円 （月額） 

主食代 ３歳児クラスから２,５００円 （月額） 

副食代 ３歳児クラスから４,５００円 （月額） 

行事費 交通費、入園料、会場費など実費／行事、遠足等に応じて徴収 

教具代 ワークブック、はさみ、クレヨン、縄跳び、琴爪など実費 

卒園積立金 1,０００円／５歳児クラスのみ (月額 ） 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 2 

リトル百音保育園における苦情・相談解決要綱 

 

１、趣旨 

   社会福祉法第８２条に基づき、保育のサービスの拡充と質の向上を目指し、利用者等から

の苦情・相談の公正かつ円滑な解決のため、当保育園は第三者委員の助言を受けて、誠意を

持ち、かつ迅速な対応を図ります。 

 

２、文書等による苦情・相談 

利用者からの苦情・相談は、（１）書面、電子メール、ファクシミリ送信、（２）連絡帳、 

（３）電話、（４）面談等 によります。 

 

３、受付時間（電話、ファクシミリ送信、面談の場合） 

  ９時～１６時（月曜～金曜） 

 

４、苦情・相談の手順 

   利用者からの苦情・相談が寄せられた際、苦情・相談担当者はこれを受け付け、苦情・相談

表に記録し、実情確認後、責任者及び第三者委員に報告し、適切な解決策の助言を受け、関係

職員との調整を行った後、利用者等に改善等の説明をします。 

 

５、体制 

  苦情・相談受付責任者 リトル百音保育園園長 染谷 友子 

  苦情・相談担当者    リトル百音保育園主任 清水 美佳 

  第三者委員        弁護士      岩谷 和彰  電話： 048-256-7015 

公認会計士   木暮 友喜  電話： 048-881-8050 

 

６、選任 

  責任者、担当者及び第三者委員は、理事長が選任します。 

 

７、プライバシー ポリシー 

   当事案は、個人情報保護法の観点から、これに準拠し、内容の共有化に際しては、氏名等

個別認識が可能な内容は対象除外とします。 

 

８、施行期日 

  令和４年４月１日実施開始とします。 

 

 

 

 



保育園提出用 

 

【重要事項説明書】 

 

リトル百音保育園の利用の開始にあたり、本同意書の交付及び説明を受け、記載内容に同意し

たので署名押印し、それぞれ 1部ずつ保管します。 

 

令和  年  月  日 

住所 

 

氏名  (園児)      

                    

氏名 （保護者）                           ㊞ 

 

 

 

 

 

【インスタグラム、ホームページ等の写真掲載について】 

 

＊園で発信するインスタグラム、ホームページへの写真掲載について 

  ・そのままの状態での掲載      可 ・ 不可 

・顔が分からない状態での掲載   可 ・ 不可 

（目隠し程度で、ご家族が分かるくらいなら  可 ・ 不可 ） 

（顔全体をスタンプで隠すなら            可 ・ 不可 ） 

 

＊外部機関からの要請によるものの写真掲載について 

  ・そのままでの状態での掲載    可 ・ 不可 

  ・顔が分からない状態での掲載   可 ・ 不可 

 

＊外部機関への作品の出展等 

  ・氏名の記載・掲載    可  ・ 不可 

      （名前のみなら記載・掲載      可 ・ 不可 ） 

      （イニシャルのみなら記載・掲載  可 ・ 不可 ） 

 

  

  

 

 



 

  

別紙 1 延長保育利用料について 

利 用 料 

保育標準時間 

（延長保育１８：３０～１９：３０） 

（土曜日：延長保育なし） 

３０分毎 ３００円 
補食代込 

※１８：３０～ 

月額 ４,０００円 
補食代込 

※１８：３０～  

保育短時間 

（前延長） 

３０分毎 ３００円   

月額  － 円   

保育短時間 

（後延長） 

３０分毎 ３００円   

月額  － 円   

閉園後 

・月～金 １９：３０以降 

・土   １８：３０以降 

１５分毎 ８００円 

※原則として、閉

園後のお預かりは

ありません。 

 


